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公益社団法人富山県建築士会歴史的建造物委員会設置要綱 
 
（目的） 
第１条 この委員会は、富山県内の地方公共団体の条例によって現状変更の規制と保

存措置を講じる歴史的建造物について建築基準法第３条第１項第３号の規定に基

づき特定行政庁の指定（以下「保存指定」という。）を受けようとする場合に必要

な地方公共団体及び事業者（以下「地方公共団体等」という。）の事務を支援し、

もって歴史的建造物の保存活用を促進するとともにその保存活用を通して伝統的

工法に携わる職人の技術の未来への継承に資することを目的とする。 
（設置） 
第２条 この委員会は歴史的建造物委員会（以下「歴建委員会」という。）と称し、

保存指定を受けようとする建造物が存する地方公共団体からの依頼に基づき公益

社団法人富山県建築士会（以下「本会」という。）に設置する。 
（所掌事務） 
第３条 歴建委員会は次の事務のうち地方公共団体等が必要とする事務を行う。 
（１）建築審査会の同意のための地方公共団体が定める基準（以下「同意基準」とい

う。）原案作成の支援に関すること。 
（２）同意基準への適合性の事前審査に関すること 
（３）歴史的建造物保存活用に係る調査・助言（建築基準規程の代替措置、設計者へ

の技術的助言等）に関すること。 
（４）その他歴史的建造物の保存・活用の促進に関すること。 
（組織等） 
第４条 歴建委員会は次に掲げる委員 10 名以内で組織し、第１号から第３号までの
委員は富山県建築士会会長（以下「士会長」という。）が任命する。 

（１）歴史的建造物に関する専門家 
（２）建築基準行政、消防行政、文化財行政関係者 
（３）建築物の防火避難に関する専門家 
（４）富山県建築士会会長 
２ 歴建委員会に委員長１名及び副委員長３名以内を置き、次の会務を行う。 
（１）委員長：士会長が指名し、会務を総理し、会を代表し、会議を招集し、会議の

議長となる。 
（２）副委員長：委員長が指名し、委員長を補佐し、第３条各号に掲げる事務を分担

して所掌し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。 
３ 歴建委員会に必要に応じて調査、資料収集・整理・作成等を行うために、前項第

１号から第３号に掲げる者からなる作業部会を設けることができるものとし、その

部員は士会長が任命する。 
４ 士会長は必要に応じて委員及び部員（以下「委員等」という。）の解任又は選任

をすることができる。 



（委員等の任期）） 
第５条 委員等の任期は保存指定が完了するまでとする。 
（アドバイザー等） 
第６条 委員長は業務を遂行するうえで必要と認めるときはアドバイザーとして専

門知識を持つ者の出席を求め、助言を受けることができる。 
２ 委員長は調査・審査のために必要と認めるときはオブザーバーとして関係者の出

席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 
（謝金等） 
第７条 委員等、アドバイザー及びオブザーバーに対して別に定めるところにより謝

金を支払うことができる。 
２ 委員等、アドバイザー及びオブザーバーに対してその職務を行うために必要とな

った旅費等について本会費用弁償規程に基づき支給することができる。 
（経費） 
第８条 委員会の運営に必要な費用は地方公共団体等からの委託料等で賄う。 
（会議の公開） 
第９条 会議は原則公開しない。ただし、会議に出席した委員、アドバイザー及びオ

ブザーバーの全員が同意したときは公開できる。 
（庶務） 
第 10像 歴建委員会の庶務は本会事務局において処理する。 
（委任） 
第 11 条 この要綱に定めるもののほか、歴建委員会の運営に必要な事項は委員長が
委員に諮って定める。 

 
  附則 
この要綱は、令和 2年 4月 1日から施行する。 


